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 （注）1．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

2．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

3．第76期第2四半期連結累計期間及び第76期第2四半期連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金

額については、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

4. 第77期第2四半期連結累計期間、第77期第2四半期連結会計期間及び第76期の潜在株式調整後1株当たり四半期

（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

回次 
第76期

第2四半期連結
累計期間 

第77期
第2四半期連結

累計期間 

第76期
第2四半期連結

会計期間 

第77期 
第2四半期連結 

会計期間 
第76期

会計期間 

自平成20年
4月 1日 

至平成20年 
9月30日 

自平成21年
4月 1日 

至平成21年 
9月30日 

自平成20年
7月 1日 

至平成20年 
9月30日 

自平成21年 
7月 1日 

至平成21年 
9月30日 

自平成20年
4月 1日 

至平成21年 
3月31日 

売上高（百万円）  164,986  144,313  84,733  75,226  324,563

経常利益（△損失）（百万円）  3,292  10,335  △712  4,258  16,225

四半期（当期）純利益（△損失）

（百万円） 
 △1,220 6,469  △2,726  2,593  5,622

純資産額（百万円） － －  400,985  407,810  400,417

総資産額（百万円） － －  494,794  497,680  498,457

1株当たり純資産額（円） － －  15,871.33  16,309.72  15,853.59

1株当たり四半期（当期）純利益

（△損失）金額（円） 
 △49.43  263.26  △110.41  105.92  227.70

潜在株式調整後1株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －  －  －

自己資本比率（％） － －  79.2  80.3  78.5

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 8,885  20,109 － －  23,948

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △29,893  △22,086 － －  △28,330

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △2,533  △3,296 － －  △4,803

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
－ －  43,306  52,364  57,629

従業員数（人） － －  3,295  3,323  3,291
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当社及び当社のその他の関係会社である㈱読売新聞グループ本社は、それぞれに子会社・関連会社から構成される
企業集団を有し広範囲に事業を行っております。このうち、当社グループは、当社と子会社25社及び関連会社17社か
ら構成され、テレビ放送事業、文化事業、その他の事業の3部門にわたり事業活動を展開しております。 
当第2四半期連結会計期間における各部門に係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、次の通りであり

ます。  

（テレビ放送事業） 

主な事業内容及び主要な関係会社の異動はありません。 

（文化事業）  

主な事業内容の変更はありません。(株)東京アートクロスは清算結了により、関係会社ではなくなりました。 

（その他の事業） 

主な事業内容の変更はありません。(株)日本テレビフットボールクラブは、当社が保有していた全株式の売却に
より関係会社ではなくなりました。 
  
  

 当第2四半期連結会計期間において、連結子会社であった(株)日本テレビフットボールクラブは、当社が保有して

いた全株式の売却により関係会社ではなくなりました。また、持分法適用非連結子会社であった(株)東京アートクロ

スは、清算結了により関係会社ではなくなりました。  

  
  

(1）連結会社の状況 

 (注)従業員数は就業人員（当社グループからグループ外部への出向者を除き、グループ外部からの出向者を含む。）で

あり、臨時従業員数（派遣社員及び常駐している業務委託人員を含む。）は［ ］内に当第2四半期連結会計期間

の平均人員を外数で記載しております。 

  

(2）提出会社の状況 

 (注)従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時従業員数

（派遣社員及び常駐している業務委託人員を含む。）は[ ]内に当第2四半期会計期間の平均人員を外数で記載し

ております。 

  

2【事業の内容】

3【関係会社の状況】

4【従業員の状況】

  平成21年 9月30日現在

従業員数（人） 3,323 [ ] 1,834

  平成21年 9月30日現在

従業員数（人） 1,155 [ ] 2,124
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(1）制作（生産）の状況 
当社グループの主たる事業はテレビ放送事業であり、当事業はテレビ番組を制作し、タイムテーブルに編成した

ものを、電波を利用して各家庭に送出することによりテレビ放送を行うものであります。 
当第2四半期連結会計期間における番組制作費は、236億7千万円（当社数値）となりました。 

①レギュラー番組 
当第2四半期連結会計期間においては、以下のタイムテーブルに編成されたレギュラー番組を制作し放送してお

ります。 

 
  

 (注)上記タイムテーブルは平成21年9月現在のものであります。当第2四半期連結会計期間に行われた主な番組改編の概要は次項
の（レギュラー番組の改編）をご参照ください。 

第2【事業の状況】

1【生産、受注及び販売の状況】
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（プロ野球公式戦） 

当社グループにおけるテレビ放送事業の主力番組にプロ野球の公式戦中継があります。当第2四半期連結会

計期間においては、ＢＳ中継を含め全31試合の中継放送を行っております。なお、プロ野球公式戦の地上波中

継放送が行われた場合は、前項に記載しておりますタイムテーブルのレギュラー番組がプロ野球公式戦に入れ

替わることになります。 

  

（レギュラー番組の改編） 

当第2四半期連結会計期間の主な番組改編につきましては、火曜21時に「愛のお悩み解決！シアワセ結婚相

談所」を新たに編成いたしました。 

また、ドラマ枠につきましては、水曜22時に「赤鼻のセンセイ」を、土曜21時に「華麗なるスパイ」を当第

2四半期連結会計期間に放送いたしました。 

  

②単発番組 

当第2四半期連結会計期間における主な大型単発番組は以下のとおりであります。 

  

(2）受注の状況 

当社グループの主たる事業であるテレビ放送事業の事業形態は、「受注」という概念にそぐわないため記載を

省略しております。 

  

放送月 番組名 

8月  24時間テレビ32 愛は地球を救う  

8月 NNN総選挙特番 ZERO×選挙2009 

9月  第29回 全国高等学校クイズ選手権 
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(3）販売実績 

 当第2四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

（注）1．主な相手先別の販売実績及び販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

2．上記記載金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

当第2四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

  

  

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

  

  

事業区分 
前第2四半期連結会計期間
(自 平成20年 7月 1日 
至 平成20年 9月30日) 

当第2四半期連結会計期間 
 (自 平成21年7月 1日 
 至 平成21年9月30日) 

比 較 伸 率

  百万円 百万円 百万円 ％ 

テレビ放送事業         

放送収入  55,157  48,870  △6,286  △11.4

タイム  34,289  28,306  △5,983  △17.5

スポット  20,867  20,564  △302  △1.5

番組販売収入他  4,909  5,072  163  3.3

計  60,066  53,943  △6,123  △10.2

文化事業  22,982  20,198  △2,783  △12.1

その他の事業  4,927  3,989  △937  △19.0

（セグメント間の内部売上高） ( ) 3,243 ( ) 2,905  337 － 

合計  84,733  75,226  △9,507  △11.2

  前第2四半期連結会計期間 当第2四半期連結会計期間

相手先 金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

㈱電通       27,616  32.6       23,396  31.1

㈱博報堂ＤＹメディアパートナーズ  15,028  17.7  14,160  18.8

2【事業等のリスク】

3【経営上の重要な契約等】
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(1）業績の状況 

  当第2四半期連結会計期間（平成21年7月1日～平成21年9月30日）の我が国経済は、輸出や生産、個人消費に持

ち直しの動きが見られるものの、企業収益は大幅に落ち込み、設備投資は停滞し、雇用・所得環境が一段と厳し

さを増すなど、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

  このような状況の中、企業の広告費抑制の傾向は続いており、広告市況は引き続き大幅に低迷しております。 

  当第2四半期連結会計期間における当社グループの連結売上高は、当社の主たる事業であるテレビ放送事業が広

告市況の低迷を受け、前年同四半期に比べ95億7百万円（△11.2%）減収の752億2千6百万円となりました。売上原

価と販売費及び一般管理費を合わせた営業費用は、番組改編による番組制作費の減少や売上高減少に伴う代理店

手数料の減少、その他全ての費用項目において全面的な見直しを行ったこと等により、前年同四半期に比べ145億

7千7百万円（△16.9％）減少し、717億4千4百万円となりました。この結果、営業利益は前年同四半期に比べ50億

6千9百万円増益の34億8千1百万円となり、経常利益は前年同四半期に比べ49億7千1百万円増益の42億5千8百万

円、四半期純利益は53億1千9百万円増益の25億9千3百万円となりました。 

  

（売上高の概況） 

 テレビ放送事業：テレビ放送事業の売上高は広告市況の大幅な悪化の影響を受けました。タイムセールスは、

前年同四半期に比べ59億8千3百万円（△17.5％）減少し、283億6百万円となりました。スポットセールスは、前

年同四半期に比べ3億2百万円（△1.5％）減少し、205億6千4百万円となりました。このような結果、テレビ放送

事業の売上高は、前年同四半期に比べ61億2千3百万円（△10.2％）減少し、539億4千3百万円となりました。 

  文化事業：映像ソフト市場が大幅に落ち込み、連結子会社である㈱バップの収入が大幅に減少したこと等によ

り、文化事業の売上高は前年同四半期に比べ27億8千3百万円（△12.1％）減少し、201億9千8百万円となりまし

た。 

  その他の事業：プロサッカーチームの運営を行う㈱日本テレビフットボールクラブ（平成21年9月30日に当社は

当社保有の同社全株式を東京ヴェルディホールディングス㈱に譲渡）の業績が不振だったこと等により、前年同

四半期に比べ9億3千7百万円（△19.0％）減少し39億8千9百万円となりました。 

  

(2）財政状態の状況 

  当第2四半期連結会計期間末においては、前連結会計年度末に比べて総資産は7億7千6百万円減少し4,976億8千

万円、負債は81億6千9百万円減少し898億7千万円、純資産は73億9千3百万円増加し4,078億1千万円となりまし

た。総資産の減少は、売上債権の減少、固定資産の償却等によるものです。負債の減少は未払費用、未払金等の

仕入債務の減少によるものです。また、純資産の増加は、配当金の支払や自己株式取得といった株主還元による

純資産の減少がありましたが、四半期純利益の計上や保有有価証券の時価上昇に伴うその他有価証券評価差額金

の増加等による純資産の増加が上回ったことによるものです。 

  

(3）キャッシュ・フローの状況 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第2四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は、95億2千3百万円となりました（前第2四半期

連結会計期間は62億4千万円の資金の増加）。これは主に、税金等調整前四半期純利益29億3千9百万円や減価償却

費24億3百万円の計上、番組勘定22億3千万円の減少、仕入債務17億3千4百万円の増加があったことによるもので

す。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第2四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は、109億円となりました（前第2四半期連結会計

期間は241億6千6百万円の資金の減少）。これは主に、有価証券及び投資有価証券の取得に係る支払いによるもの

です。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第2四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は、短期借入金の減少等により4億7千6百万円と

なりました（前第2四半期連結会計期間は1億7千7百万円の資金の減少）。 

  

 以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は、523億6千4百万円となりました。 

  

4【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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(4）事業上及び財務上の対処すべき課題 

 [1]当社グループの対処すべき課題について  

 平成23年7月の地上デジタル放送完全移行を前にして、放送メディア全体を取り巻く環境が大きく変化していま

す。こうした変化に対応するため、当社グループは「放送事業を軸に 強の総合メディア企業として、発展、成

長を続ける」との考えに基づき、平成18年に中期経営計画を策定し、毎年ローリングしてまいりました。 

 しかしながら、昨今の激しい経済環境の変化や広告市場の構造変化により、平成20年5月に策定した平成22年度

を 終年度とする中期経営計画は、基本的な考え方は継続するものの数値目標を凍結することといたしました。

そのため平成21年度は、生き残りをかけた緊急措置が必要と考え「2009経営方針」として単年度目標を設定しま

した。この「2009経営方針」は、商品力と利益体質の強化を同時に目指すものです。 

 まず放送事業については、地上波視聴率のトップ奪還を目指しています。これまで平成18年10月から改編期ご

とに段階的に進めてきたタイムテーブルの構造改革が着実に成果として表れ、レギュラー番組の体力が向上して

きました。平成21年度上半期平均視聴率では、「ノンプライム部門」で首位を獲得したほか、残る全日、プライ

ム、ゴールデンの3部門は、いずれも2位となり首位局との差を縮めています。期中でも、平成21年8月第1週と第4

週で四冠王を獲得、また8月月間でも四冠王を獲得し、レギュラー番組の視聴率アップによる「商品力」の強化に

対する手応えを得ています。さらに、我々がコアターゲット（13～49歳）と呼んでいるスポンサーニーズの高い

視聴者層の視聴も拡大を続けており、広告収入のシェアが上がってきました。9月のスポット売上は前年同月比で

プラスに転じています。この勢いを継続させることによりシェアトップ獲得を果たして、総合メディア産業の軸

となる放送事業の磐石化を図ります。一方で、番組制作費につきましても、引き続き厳しくコントロールを行

い、利益率の改善を図ります。 

 次に放送外事業ですが、ライツ事業、映画事業、通信販売事業などを中心に拡大を図っています。ライツ事業

といたしましては、海外市場への番組フォーマット販売を強化しております。全社から企画を募集し、そのプレ

ゼンテーション自体を「出港！逆黒船テレビ！！」として放送し、英語版のデモンストレーション企画を作り海

外のマーケットへの進出を図っております。これらの企画には、すでに複数の引き合いがあるほか、アメリカの

番組販売専門のプロダクションと共同で独自のフォーマット開発を進めています。また、平成17年にＢＢＣに販

売し、イギリスで人気を博した「マネーの虎」（ＢＢＣ番組名「Ｄｒａｇｏｎ’ｓ Ｄｅｎ」）は今夏アメリカ

に上陸し、三大ネットワークの一つ、ＡＢＣのプライム帯で「Ｔｈｅ Ｓｈａｒｋ Ｔａｎｋ」として放送されま

した。 

映画事業は、超人気ドラマを映画化した「ごくせん ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」（佐藤東弥監督 平成21年7月11日公

開）、シリーズ3部作の 終章となる「２０世紀少年－ 終章－ぼくらの旗」（堤幸彦監督 8月29日公開）が順調

に興行収入を伸ばしているほか、アニメーション映画「サマーウォーズ」（細田守監督 8月1日公開）が予想を上

回る集客力を見せています。当社グループとしましては、今後も優れた映画を企画・製作し、事業の拡大に努め

てまいります。 

 また、映画事業に次ぐ放送外事業の柱である通信販売事業においては、日本テレビ系列の各放送局と連携し、

関東エリア以外でも通販番組を放送することで事業規模を拡大し、売上高が上期で50億円を突破するなど、収益

構造の多様化を担っています。 

 こうした放送外収入の獲得には、グループをあげて積極的に取り組んでいます。人気ドラマや映画のＤＶＤ、

音楽ＣＤの制作・販売などを事業の柱とする㈱バップや、アンパンマンやルパン三世関連商品などで安定的な収

益を上げる日本テレビ音楽㈱、当社や第２日本テレビなどのホームページ製作、管理で重要な役割を果たす㈱フ

ォアキャスト・コミュニケーションズなどが、その中核を担っています。 

このうち、当期において厳しい市況環境から営業赤字となった㈱バップにつきましては、さらなるコストコン

トロールに努めています。また、当社の番組内で㈱バップが発売するＤＶＤのセールスプロモーションを行うな

ど、グループを挙げてのサポート体制を構築し、懸命に立て直しを図っています。 

さらに、平成19年12月に当社とセブン＆アイグループ、㈱電通が設立した㈱日テレ７は、昨年度に実質営業初

年度ながら黒字を達成し、2年目を迎えた今年度もタレントやグルメ雑誌などと共同で開発した商品などの販売が

好調です。 

 また、当社グループはコンテンツに「いつでもどこでも触れることを可能にする」いわゆるマルチコンタクト

ポイント戦略を推進しておりますが、この戦略に寄与するワンセグサービスやインターネットでコンテンツ配信

を行う第２日本テレビは順調に推移しております。平成17年にテレビ局初の本格的な有料課金型ＶＯＤ（ビデ

オ・オン・デマンド）事業としてサービスを始めた第２日本テレビですが、現在は番組制作費等を広告収入によ

ってまかなっており、視聴料が無料になったことでアクセス数は大幅に増加しています。これにより、平成21年1

月には単月ながら黒字転換を果たすなど、大幅な収支改善傾向にあり、来期以降の単年度黒字を目指しておりま

す。 

 また、携帯端末やゲーム機器などの様々なデジタル端末に向けてのサービスも進んでいます。中でも8月からエ

イベックス・エンタテインメント㈱と㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモが運営する携帯電話専用の放送局「Ｂｅｅ Ｔ
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Ｖ」へコンテンツを提供しており、当社が制作した上地雄輔さん主演のオリジナルドラマは、「Ｂｅｅ ＴＶ」に

おいて も人気が高いコンテンツの一つとなっています。 

 当社グループは、今後とも、 大の強みであるコンテンツ制作力を中心とした経営資源の 適配分を図り、必

要な投資を積極的に行う所存です。 

   

 [2]株式会社の支配に関する基本方針について 

① 基本方針の内容  

 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社の企業価

値・株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると

考えています。 

 当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、 終的には当社の株主全体の意思に基づき行

われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企

業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。 

 しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害

をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大

量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提

供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必

要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。 

 当社では、グループとして企業価値の確保・向上に努めておりますが、特に、当社の企業価値の源泉は、卓越

したコンテンツ制作力にあります。こうしたコンテンツ制作力の根幹にあるのは、主に、(ⅰ)優秀な人材の確

保・育成、(ⅱ)コンテンツ制作に携わる外部の関係者との信頼関係の維持、(ⅲ)ネットワーク各社との協力・信

頼関係の維持、(ⅳ)中長期的な視野に立って高品質のコンテンツを作り上げることを推奨する企業文化の維持、

(ⅴ)安定した業績及び財務体質の維持、及び(ⅵ)放送事業者としての公共的使命を全うすること等です。当社株

式の大量買付を行う者が当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなけ

れば、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。 

 当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては、必要かつ相当な対抗措

置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。 

  

② 基本方針の実現のための取組み 

ア．基本方針の実現に資する特別な取組み 

(ア)企業価値・株主共同の利益の確保・向上に向けた施策   

当社は、平成18年度より3ヶ年毎の中期経営計画を策定し、毎期環境の変化を反映しつつ計数目標の見直

しを行ってきました。当社の 大の財産であるコンテンツの制作・開発への積極的な取組み、番組の大幅な

改編、放送外事業、特に映画事業及び通販事業等の大幅な拡大などを基本方針とし、視聴率の向上や放送外

事業の拡大など、着実に成果を出してきました。今後もこの基本方針の下、企業価値・株主共同の利益の向

上に向けて取り組んでいきたいと考えています。ただし、これまで掲げていました計数目標数値について

は、昨今の経済環境の変化が激しく、当社が主力とするテレビ広告事業への影響が想定以上であるため、実

効性が低下したと判断し一旦凍結しています。平成21年度は生き残りのための構造改革を大胆且つ迅速に日

本テレビグループの総力をあげて取り組む年と位置付け、平成21年5月14日には、その具体策を「2009経営

方針」として策定しました。 

 新方針においては、コストを抑え、なおかつ商品力を強化することを目指します。視聴率NO.1の奪還、ス

ポットシェアのトップ獲得に、グループの総力をあげて取り組み、日本テレビグループの利益 大化を図り

ます。また、番組制作費を大幅に削減し、利益体質の強化を図ります。 

(イ)諸施策の実行に向けた体制の整備 

当社は、社外からの経営監視機能を強化し、経営の健全性及び意思決定プロセスの透明性を高めるため、

取締役全16名のうち6名を社外取締役としております。また、経営陣の株主の皆様に対する責任をよりいっ

そう明確化するため、取締役の任期を1年としております。当社は、これらの取組みに加え、今後も引き続

きコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図っていく予定です。 

イ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み 

当社は、平成21年6月26日開催の第76期定時株主総会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策

（買収防衛策）に所要の修正を行った上でこれを更新することを決議いたしました（以下更新後の対応策を

「本プラン」といいます。）。本プランの具体的内容は以下の通りです。 
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(ア)本プランの目的 

本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要・十

分な情報と時間を確保するとともに、買収者との交渉の機会を確保すること等により、当社の企業価値・株

主共同の利益を確保し、向上させることを目的としています。 

(イ)対象となる買付等 

本プランは、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株券等の買付もしくはこれに類似する行為又はこれらの

提案（当社取締役会が本プランを適用しない旨別途認めたものを除くものとし、以下「買付等」といいま

す。）がなされる場合を適用対象とします。買付等を行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）に

は、予め本プランに定められる手続に従っていただくこととし、本プランに従い当社取締役会が本新株予約

権の無償割当ての不実施に関する決議を行うまでの間、買付等を実行してはならないものとします。 

(ⅰ)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付その他の取得 

(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券

等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け 

(ウ)意向表明書の提出 

買付者等は、買付等の開始又は実行に先立ち、別途当社の定める書式により、本プランの手続を遵守する

旨の誓約文言等を含む書面（買付者等の代表者による署名又は記名捺印のなされたもの）及び当該署名又は

捺印を行った代表者の資格証明書（以下、これらをあわせて「意向表明書」といいます。）を日本語により

当社に対して提出していただきます。 

(エ)買付者等に対する情報提供の要求 

当社は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に買付説明書（以下に定義されます。）の様式（買付

者等が当社に提供すべき情報のリストを含みます。）を買付者等に対して交付いたします。買付者等は、当

社取締役会が別途認めた場合を除き、当該買付等に先立ち、当社に対して、下記の各号に定める情報（以下

「本必要情報」といいます。）等を記載した書面（以下「買付説明書」と総称します。）を当社の定める書

式により提出していただきます。 

 当社取締役会は、買付説明書を受領した場合速やかにこれを企業価値評価独立委員会に送付します。企業

価値評価独立委員会は、提出された情報が不十分であると判断した場合には、買付者等に対し、適宜回答期

限（原則として60日を上限とします。）を定めた上、追加的に情報を提供するよう求めることがあります。

この場合、買付者等においては、当該期限までに、かかる情報を追加的に提供していただきます。 

(ⅰ)買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及び買付者等を被支配法人等とする者の特別関係

者）の詳細（名称、資本構成、財務内容、経営成績、過去の法令違反等の有無及び内容、当該買付者等に

よる買付等と同種の過去の取引の詳細等を含みます。） 

(ⅱ)買付等の目的、方法及び内容（対価の価額・種類、時期、関連する取引の仕組み、方法の適法性、実現

可能性等を含みます。） 

(ⅲ)買付等の価格及びその算定根拠 

(ⅳ)買付者等による当社の株券等の過去の取得に関する情報 

(ⅴ)買付等の資金の裏付け（買付等の資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方

法、関連する取引の内容を含みます。） 

(ⅵ)買付等の後における当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策 

(ⅶ)買付等の後における当社の株主（買付者等を除きます。）、従業員、取引先、顧客その他の当社に係る

利害関係者の処遇方針 

(ⅷ)当社の発行済み株式の一部を買い付けた場合に、他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方

策 

(ⅸ)その他企業価値評価独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

(オ)独立委員会による勧告・検討等 

 企業価値評価独立委員会は、買付者等から買付説明書及び企業価値評価独立委員会から追加的に提出を求

められた情報（もしあれば）が提出された場合、当社取締役会に対しても、適宜回答期限を定めた上（原則

として60日を上限とします。）、買付者等の買付等の内容に対する意見（留保する旨の意見を含むものとし

ます。以下同じとします。）及びその根拠資料、代替案等を提供するよう要求することができます。 

 企業価値評価独立委員会は、買付者等及び当社取締役会からの情報等（追加的に提供を要求したものを含

みます。）を受領してから原則として 長60日が経過するまでの間（但し、下記のとおり企業価値評価独立

委員会は当該期間を延長することができるものとします。）（以下「企業価値評価独立委員会検討期間」と

いいます。）、買付等の内容の検討、買付者等と当社取締役会の経営計画・事業計画等に関する情報収集・

比較検討、及び当社取締役会の提示する代替案の検討等、当該買付者等と協議・交渉等を行います。 

 企業価値評価独立委員会は、上記の手続を踏まえて、所定の手続きに従い当社取締役会に対する勧告等を
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行うものとします。企業価値評価独立委員会は、買付等について下記(ケ)に定める発動事由（以下「発動事

由」と総称します。）に該当すると判断した場合には、当社取締役会に対して、本新株予約権の無償割当て

を実施することを勧告します。なお、企業価値評価独立委員会は、ある買付等について下記(ケ)に定める発

動事由のうち発動事由その2（以下「発動事由その2」といいます。）の該当可能性が問題となっている場合

には、予め当該実施に関して株主総会の承認を得るべき旨の留保を付すことができるものとします（但し、

中止等を行う場合もあります。）。他方、企業価値評価独立委員会は、買付等について下記(ケ)の発動事由

に該当しないと判断した場合、本新株予約権の無償割当てを実施すべきでない旨の勧告を行い、また、当初

の企業価値評価独立委員会検討期間の終了時までに、本新株予約権の無償割当ての実施又は不実施の勧告を

行うに至らない場合には、合理的な範囲内（原則として30日を上限とします。）で企業価値評価独立委員会

検討期間を延長することができるものとします。 

(カ)取締役会の決議 

当社取締役会は、企業価値評価独立委員会の上記勧告を得た場合、当該勧告を 大限尊重して本新株予約

権の無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。但し、下記

(キ)に基づき株主総会を開催する場合には、当社取締役会は、当該株主総会の決議に従い、本新株予約権の

無償割当ての実施又は不実施等に関する会社法上の機関としての決議を行うものとします。 

(キ)株主意思確認総会の開催 

 当社取締役会は、本プランに従った本新株予約権の無償割当てを実施するに際して、企業価値評価独立委

員会が本新株予約権の無償割当てを実施するに際して、予め株主総会の承認を得るべき旨の留保を付した場

合には、株主総会（以下「株主意思確認総会」といいます。）を招集し、本新株予約権の無償割当ての実施

に関する株主の皆様の意思を確認することができるものとします。 

(ク)情報開示 

当社は、本プランの運用に際しては適用ある法令又は金融商品取引所の規程等に従い、所定の事項につい

て、速やかに情報開示を行います。 

(ケ)本新株予約権の無償割当ての要件 

本プランを発動して本新株予約権の無償割当てを実施するための要件は、下記のとおりです。 

発動事由その1 

 本プランに定められた手続に従わない買付等であり（買付等の内容を判断するために合理的に必要とされ

る時間や情報の提供がなされない場合を含みます。）、かつ本新株予約権の無償割当てを実施することが相

当である場合 

発動事由その2 

(ⅰ)下記に掲げる行為等により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすお

それのある買付等である場合 

(a)株券等を買い占め、その株券等について当社側に対して高値で買取りを要求する行為 

(b)当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に買付者等

の利益を実現する経営を行うような行為 

(c)当社の資産を買付者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為 

(d)当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分

利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をねらって高値で

売り抜ける行為 

(ⅱ)強圧的二段階買付（ 初の買付で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定

し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付を行うことをいいます。）等株主に株式の売却を

事実上強要するおそれのある買付等である場合 

(ⅲ)買付等の条件（対価の価額・種類、買付等の時期、買付等の方法の適法性、買付等の実行の蓋然性、買

付等の後の経営方針又は事業計画、買付等の後における当社の他の株主、従業員、提携先・広告主・制作

会社等の取引先、出演者、放送作家その他の当社に係る利害関係者に対する方針等を含みます。）が当社

の本源的価値に鑑み不十分又は不適当な買付等である場合 

(ⅳ)当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠なコンテンツ制作体制を支える当社の従業員、提携先・広告

主・制作会社等の取引先、出演者、放送作家等との関係や当社の企業文化を破壊し、又は、電波法その他

の法令に違反する結果をもたらすおそれがある等の理由により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

に反する重大なおそれをもたらす買付等である場合   

(コ)本新株予約権の概要 

本プランにおいて無償割当てを行う新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）は、その数につき

割当期日における当社の 終の発行済株式総数（但し、自己株式の数を除きます。）と同数とし、また、割

当期日における当社の 終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、その有する当社株式1株につき
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本新株予約権1個の割合で、割り当てられます。本新株予約権1個の目的である当社株式の数（以下「対象

株式数」といいます。）は、原則として1株とします。また、本新株予約権の行使に際してする出資の目的

は金銭とし、当該出資される財産の当社株式1株当たりの価額は、1円を下限とし当社株式1株の時価の2分の

1の金額を上限とする金額の範囲内で定める価額とします。その行使期間は、原則として、本新株予約権の

無償割当て決議において別途定める日を初日とし、原則として1ヶ月間から6ヶ月間までの範囲で定める期間

です。 

また、(a)当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が20％以上である者

（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）、(b)その共同保有者、(c)公開買付けによって

当社が発行者である株券等の買付け等を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所

有に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20％以上となる者（当

社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）、(d)その特別関係者、もしくは(e)上記(a)ないし

(d)に該当する者から新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲受けもしくは承継した者、又は(f)

(a)から(e)に該当する者の関連者（以下(a)ないし(f)に該当する者を「非適格者」と総称します。）は、一

定の例外事由が存在する場合を除き、本新株予約権を行使することができません。また、外国の適用法令

上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者や外国人等（(ⅰ)日本の国籍を有しな

い人（電波法第5条第1項第1号）、(ⅱ)外国政府又はその代表者（同項第2号）、(ⅲ)外国の法人又は団体

（同項第3号）及び(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合が電波法施行規則第6

条の3の3に定める割合以上である法人又は団体（同法第5条第4項第3号ロ）のいずれかに該当すると当社取

締役会が認めた者をいいます。）も、原則として本新株予約権を行使することができません。 

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。当社は、行使期間開始日の

前日までの間いつでも全ての本新株予約権を無償で取得することができるとともに、非適格者以外の者が有

する新株予約権のうち取得がなされる日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、原則と

して新株予約権1個につき対象株式数の当社株式（但し、外国人等が保有する本新株予約権については、電

波法に定める欠格事由に該当しない範囲で、当社株式及び／又は金銭）を交付することができます（複数回

取得することも可能です。）。 

(サ)本プランの有効期間 

第76期定時株主総会の決議における、本プランに係る本新株予約権の無償割当てに関する事項の決定権限

の委任期間（以下「有効期間」といいます。）は、第76期定時株主総会終結後1年以内に終了する事業年度

のうち 終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。 

 但し、有効期間の満了前であっても、(ⅰ)当社の株主総会において本プランに係る本新株予約権の無償割

当てに関する事項を決定する権限の取締役会への上記委任を撤回する旨の決議が行われた場合、又は、(ⅱ)

当社取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランは当該決議に従い廃止され

るものとします。 

(シ)株主に与える影響 

本プラン導入後であっても、新株予約権無償割当てが実施されていない場合、株主の皆様に直接具体的な

影響が生じることはありません。他方、本プランが発動され、新株予約権無償割当てが実施された場合、割

当期日の株主に対し、原則として、その有する当社株式1株につき1個の本新株予約権が無償にて割り当てら

れます。仮に、株主の皆様が本新株予約権の行使にかかる手続を経なければその保有する当社株式が希釈化

される場合があります。但し、当社が当社株式を対価として本新株予約権の取得を行った場合、その保有す

る当社株式の希釈化は原則として生じません。 
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③ 上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由 

ア．基本方針の実現に資する特別な取組み（上記②ア の取組み）について 

中期経営計画、コーポレート・ガバナンスの強化等といった各施策は、上記②ア記載のとおり、当社の企業

価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、まさ

に基本方針の実現に資するものです。 

 従って、これらの各施策は、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役

員の地位の維持を目的とするものではありません。 

イ．基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み（上記②イ の取組み）について 

本プランは、上記②イ記載のとおり、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入さ

れたものであり、基本方針に沿うものです。 

特に、本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保

又は向上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則を充足していること、株主総会において株主の承認

を得て修正及び更新されたものであること、一定の場合に本プランの発動の是非について、株主意思確認総会

において株主の皆様の意思を確認することとされていること、その内容として本プランの発動に関する合理的

な客観的要件が設定されていること、独立性のある社外取締役等のみによって構成される企業価値評価独立委

員会が設置されており、本プランの発動に際しては必ず企業価値評価独立委員会の判断を経ることが必要とさ

れていること、企業価値評価独立委員会は当社の費用で第三者専門家の助言を得ることができるとされている

こと、本プランの有効期間が1年間と定められた上、株主総会又は取締役会によりいつでも廃止できるとされ

ていること、当社取締役の任期は1年とされていること等により、その公正性・客観性が担保されており、当

社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするもので

はありません。  

  

  

(5）研究開発活動 

  当第2四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、61百万円であります。 

  なお、当第2四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 
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(1）主要な設備の状況 

当第2四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

当第2四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除

却等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等

の計画はありません。 

  

第3【設備の状況】
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

（1）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  100,000,000

計  100,000,000

種類 
第2四半期会計期間 
末現在発行数（株） 

（平成21年 9月30日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成21年11月13日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名 
内容

普通株式  25,364,548 同左  
東京証券取引所 

市場第一部 

単元株式数は10株であ

ります。 

計  25,364,548 同左  － － 

（2）【新株予約権等の状況】

（3）【ライツプランの内容】

（4）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 

（株） 

発 行 済 株 式
総 数 残 高 

（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資 本 準 備 金 
増 減 額 
（百万円） 

資本準備金残高
（百万円） 

平成21年 7月 1日～ 

平成21年 9月30日 
    －  25,364,548    －  18,575 －  17,928
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 （注）1.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は、信託業務に係るもので

あります。 

2.発行済株式総数に対する所有株式数の割合については、小数第二位未満を切捨てて表示しております。 

3.オービス・インベストメント・マネジメント・（ビー・ヴィー・アイ）・リミテッド及びその共同保有者であるオービス・インベ

ストメント・マネジメント・リミテッドから、平成21年2月18日付の変更報告書の写しの送付があり、平成21年2月13日現在でそれ

ぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末時点における実質所有株式

数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

  

  

（5）【大株主の状況】

  平成21年 9月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

株式会社読売新聞グループ本社 東京都千代田区大手町1-7-1  3,764,948  14.84

読売テレビ放送株式会社 大阪市中央区城見2-2-33  1,574,836  6.20

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海1-8-11  1,449,570  5.71

株式会社読売新聞東京本社 東京都千代田区大手町1-7-1  1,363,920  5.37

 シービーニューヨーク オービス 

   ファンズ 

（常任代理人 シティバンク銀行株式会社） 

 LPG BUILDING, 34 BERMUDIANA RD, HAMILTON,

  HM 11 BERMUDA 

（東京都品川区東品川2-3-14) 

 1,061,611  4.18

 シービーニューヨーク オービス 

  エスアイシーアーヴィー 

（常任代理人 シティバンク銀行株式会社） 

 31, Z.A. BOURMICHT, L-8070 BERTRANGE, 

  LUXEMBOURG 

（東京都品川区東品川2-3-14） 

 977,099  3.85

学校法人帝京大学 東京都板橋区加賀2-11-1  897,270  3.53

日本マスタートラスト信託銀行 

株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町2-11-3  834,120  3.28

株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 
 東京都千代田区永田町2-11-1 

  山王パークタワー 
 760,500  2.99

株式会社リクルート 東京都中央区銀座8-4-17  645,460  2.54

計 －  13,329,334  52.55

氏名又は名称 住所
保有株券等の数 

（株） 
株券等保有割合

 （％） 

オービス・インベストメント・マネジメント・ 
（ビー・ヴィー・アイ）・リミテッド 34 Bermudiana Road, Hamilton HM11 Bermuda 610,790 2.41

オービス・インベストメント・マネジメント・ 
リミテッド 34 Bermudiana Road, Hamilton HM11 Bermuda 1,504,570 5.93
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①【発行済株式】                              （平成21年9月30日現在）

（注）1.「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、すべて当社保有の自己株式であります。 

2.「完全議決権株式（その他）」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式2,570株（議決権の数

257個）が含まれております。 

  

②【自己株式等】                              （平成21年9月30日現在）

  

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

（注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて役員の異動はありません。 

  

  

（6）【議決権の状況】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

 無議決権株式 － － － 

 議決権制限株式（自己株式等） － － － 

 議決権制限株式（その他） － － － 

 完全議決権株式（自己株式等） 普通株式   598,470 － － 

 完全議決権株式（その他） 普通株式 24,759,920 2,475,992 － 

 単元未満株式 普通株式     6,158 － 単元(10株)未満の株式であります。

 発行済株式総数 25,364,548 － － 

 総株主の議決権 － 2,475,992 － 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 

自己名義所

有株式数 

（株） 

他人名義所

有株式数 

（株） 

所有株式数

の合計 

（株） 

発行済株式総数に対す

る所有株式数の割合 

(％) 

日本テレビ放送網㈱ 東京都港区東新橋1-6-1 598,470 －  598,470 2.35

計 － 598,470 －  598,470 2.35

2【株価の推移】

月別 平成21年4月 5月 6月 7月 8月 9月 

高（円）  9,780  10,620  11,890  12,360  12,350  13,350

低（円）  9,200  9,450  10,140  10,400  11,230  11,480

3【役員の状況】
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1．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第2四半期連結会計期間（平成20年7月1日から平成20年9月30日まで）及び前第2四半期連結累計期間（平

成20年4月1日から平成20年9月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第2四半期連結会計期間

（平成21年7月1日から平成21年9月30日まで）及び当第2四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日

まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

2．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、前第2四半期連結会計期間（平成20年7月1日から平成20

年9月30日まで）及び前第2四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表については監査法人トーマツによる四半期レビューを受け、また、当第2四半期連結会計期間（平成21年7月1日

から平成21年9月30日まで）及び当第2四半期連結累計期間（平成21年4月1日から平成21年9月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表については有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

 なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年7月1日をもって有限責任監査法人トーマツと

なっております。 

  

第5【経理の状況】
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1【四半期連結財務諸表】 
（1）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第2四半期連結会計期間末 
(平成21年 9月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年 3月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,731 29,486

受取手形及び売掛金 67,258 76,437

有価証券 50,971 44,099

たな卸資産 ※1  4,548 ※1  3,480

番組勘定 6,350 8,727

繰延税金資産 7,545 7,587

その他 8,820 14,080

貸倒引当金 △754 △767

流動資産合計 167,471 183,132

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2  49,926 ※2  51,273

機械装置及び運搬具（純額） ※2  13,282 ※2  14,655

工具、器具及び備品（純額） ※2  2,263 ※2  2,360

土地 115,330 115,330

リース資産（純額） ※2  32 ※2  33

建設仮勘定 234 437

有形固定資産合計 181,069 184,091

無形固定資産 2,371 2,576

投資その他の資産   

投資有価証券 121,635 107,417

長期貸付金 5,515 1,069

長期預金 9,000 9,500

繰延税金資産 1,253 1,263

その他 9,478 9,521

貸倒引当金 △114 △114

投資その他の資産合計 146,768 128,656

固定資産合計 330,209 315,324

資産合計 497,680 498,457
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（単位：百万円）

当第2四半期連結会計期間末 
(平成21年 9月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年 3月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,244 6,816

短期借入金 959 －

未払金 1,674 8,525

未払費用 42,350 47,323

未払法人税等 4,112 1,391

返品調整引当金 15 49

設備関係支払手形 1,076 1,055

その他 2,889 3,064

流動負債合計 58,323 68,226

固定負債   

繰延税金負債 3,749 1,975

退職給付引当金 5,915 6,227

役員退職慰労引当金 92 1,402

長期預り保証金 20,159 20,148

その他 1,631 60

固定負債合計 31,546 29,813

負債合計 89,870 98,040

純資産の部   

株主資本   

資本金 18,575 18,575

資本剰余金 17,928 17,928

利益剰余金 376,592 370,665

自己株式 △12,010 △9,969

株主資本合計 401,086 397,199

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,408 △5,456

為替換算調整勘定 △281 △332

評価・換算差額等合計 △1,689 △5,788

少数株主持分 8,414 9,006

純資産合計 407,810 400,417

負債純資産合計 497,680 498,457
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（2）【四半期連結損益計算書】 
【第2四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間 
(自 平成20年 4月 1日 
 至 平成20年 9月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成21年 4月 1日 

 至 平成21年 9月30日) 

売上高 164,986 144,313

売上原価 126,821 103,885

売上総利益 38,164 40,427

販売費及び一般管理費   

代理店手数料 20,360 －

人件費 4,789 －

退職給付費用 245 －

役員退職慰労引当金繰入額 160 －

業務委託・外注要員費 1,279 －

水道光熱費 695 －

租税公課 1,261 －

減価償却費 643 －

諸経費 7,442 －

販売費及び一般管理費合計 36,878 ※  32,227

営業利益 1,286 8,200

営業外収益   

受取利息 470 815

受取配当金 932 800

持分法による投資利益 － 158

為替差益 11 －

投資事業組合運用益 327 314

その他 419 277

営業外収益合計 2,161 2,366

営業外費用   

支払利息 1 5

持分法による投資損失 48 －

為替差損 － 2

投資事業組合運用損 83 192

その他 22 31

営業外費用合計 155 231

経常利益 3,292 10,335

特別利益   

固定資産売却益 2 2

投資有価証券売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 11 33

特別利益合計 13 35

特別損失   

固定資産売却損 129 6

固定資産除却損 109 78

投資有価証券評価損 927 223

子会社株式売却損 － 1,114

退職給付制度改定損 － 88

特別損失合計 1,166 1,511

税金等調整前四半期純利益 2,139 8,859

法人税等 3,001 2,745

少数株主利益又は少数株主損失（△） 358 △355

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,220 6,469
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【第2四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第2四半期連結会計期間 
(自 平成20年 7月 1日 
 至 平成20年 9月30日) 

当第2四半期連結会計期間 
(自 平成21年 7月 1日 
 至 平成21年 9月30日) 

売上高 84,733 75,226

売上原価 67,371 55,442

売上総利益 17,362 19,784

販売費及び一般管理費   

代理店手数料 10,428 －

人件費 2,368 －

退職給付費用 134 －

役員退職慰労引当金繰入額 118 －

業務委託・外注要員費 613 －

水道光熱費 391 －

租税公課 569 －

減価償却費 319 －

諸経費 4,005 －

販売費及び一般管理費合計 18,950 ※  16,302

営業利益又は営業損失（△） △1,588 3,481

営業外収益   

受取利息 302 435

受取配当金 32 18

為替差益 5 －

投資事業組合運用益 304 289

その他 361 228

営業外収益合計 1,006 971

営業外費用   

支払利息 0 3

持分法による投資損失 61 21

為替差損 － 14

投資事業組合運用損 58 146

その他 9 8

営業外費用合計 130 194

経常利益又は経常損失（△） △712 4,258

特別利益   

固定資産売却益 2 1

投資有価証券売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 8 22

特別利益合計 11 23

特別損失   

固定資産売却損 － 1

固定資産除却損 41 25

投資有価証券評価損 241 201

子会社株式売却損 － 1,114

特別損失合計 283 1,342

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△984 2,939

法人税等 1,639 427

少数株主利益又は少数株主損失（△） 102 △81

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,726 2,593
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（3）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第2四半期連結累計期間 
(自 平成20年 4月 1日 
 至 平成20年 9月30日) 

当第2四半期連結累計期間 
(自 平成21年 4月 1日 
 至 平成21年 9月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 2,139 8,859

減価償却費 5,675 4,708

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18 △11

退職給付引当金の増減額（△は減少） 169 △288

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 132 △1,305

受取利息及び受取配当金 △1,403 △1,615

支払利息 1 5

持分法による投資損益（△は益） 48 △158

固定資産売却損益（△は益） 127 3

固定資産除却損 109 78

投資有価証券評価損益（△は益） 927 223

子会社株式売却損益（△は益） － 1,114

売上債権の増減額（△は増加） 4,712 9,094

番組勘定の増減額（△は増加） 2,797 2,377

仕入債務の増減額（△は減少） △1,221 △5,884

その他 △1,091 2,099

小計 13,106 19,299

利息及び配当金の受取額 1,282 1,739

利息の支払額 △1 △4

法人税等の支払額 △5,502 △925

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,885 20,109

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,330 △433

定期預金の払戻による収入 333 937

有価証券の取得による支出 △15,000 △10,790

有価証券の償還による収入 16,019 2,400

有形固定資産の取得による支出 △3,049 △2,300

有形固定資産の売却による収入 48 7

無形固定資産の取得による支出 △389 △245

投資有価証券の取得による支出 △25,652 △10,771

投資有価証券の償還による収入 1,110 1,019

関係会社出資金の払込による支出 △400 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △5

長期貸付けによる支出 △467 △1,564

その他 △116 △338

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,893 △22,086

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 70 959

自己株式の取得による支出 △2 △2,000

配当金の支払額 △2,580 △2,243

少数株主への配当金の支払額 △20 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,533 △3,296

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,557 △5,265

現金及び現金同等物の期首残高 66,863 57,629

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  43,306 ※  52,364
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

  
当第2四半期連結累計期間 
（自 平成21年 4月 1日 
至 平成21年 9月30日） 

1.連結の範囲に関する事項の変更 (1)連結の範囲の変更 

 当第2四半期連結会計期間において、(株)日本テレビフットボールクラブ

につきましては保有全株式を売却したため、連結の範囲から除外しており

ます。 

  (2)変更後の連結子会社の数 

 13社 

2.持分法の適用に関する事項の変更 (1)持分法適用非連結子会社 

①持分法適用非連結子会社の変更 

 当第2四半期連結会計期間において、(株)東京アートクロスは清算結了し

たため、持分法適用の範囲から除外しております。 

②変更後の持分法適用非連結子会社の数 

 12社 

  (2)持分法適用関連会社 

①持分法適用関連会社の変更 

 第1四半期連結会計期間において、札幌テレビ放送(株)を財務諸表等規則

第8条第6項第2号の規定に従い、持分法適用の範囲に含めております。ま

た、当第2四半期連結会計期間において、重要性が乏しくなった民法上の任

意組合1社を持分法適用の範囲から除外しております。 

②変更後の持分法適用関連会社の数 

 17社 

【表示方法の変更】

当第2四半期連結累計期間
（自 平成21年 4月 1日 
至 平成21年 9月30日） 

（四半期連結損益計算書関係） 

 前第2四半期連結累計期間において、販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し掲記しておりました

が、当第2四半期連結累計期間では四半期連結損益計算書の一覧性を高めるため、「販売費及び一般管理費」として一

括して掲記する方法に変更しました。なお、主要な費目およびその金額は注記事項（四半期連結損益計算書関係）に記

載しております。 

当第2四半期連結会計期間
（自 平成21年 7月 1日 
至 平成21年 9月30日） 

（四半期連結損益計算書関係） 

 前第2四半期連結会計期間において、販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し掲記しておりました

が、当第2四半期連結会計期間では四半期連結損益計算書の一覧性を高めるため、「販売費及び一般管理費」として一

括して掲記する方法に変更しました。なお、主要な費目およびその金額は注記事項（四半期連結損益計算書関係）に記

載しております。 
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【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

  
当第2四半期連結累計期間 
（自 平成21年 4月 1日 
至 平成21年 9月30日） 

税金費用の計算  税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。  

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

【追加情報】

当第2四半期連結累計期間
（自 平成21年 4月 1日 
至 平成21年 9月30日） 

（役員退職慰労引当金） 

 当社は、役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額の100％を計上しておりましたが、平成21

年5月14日開催の取締役会において、平成21年6月26日開催の当社第76期定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金

制度を廃止することを決議しました。また、同株主総会において、同株主総会終結時に在任する役員に対し、支給時期

を各役員の退任時として、それぞれの在任期間に応じた役員退職慰労金を打ち切り支給することを付議し、承認されま

した。 

 これに伴い、当第2四半期連結累計期間において役員退職慰労引当金の残高を全額取崩し、打ち切り支給額の未払分

については、固定負債の「その他」に含めて表示しております。 
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第2四半期連結会計期間末 
（平成21年 9月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年 3月31日） 

※1．たな卸資産の内訳 ※1．たな卸資産の内訳 

商品及び製品 百万円 2,893

仕掛品  1,096

原材料及び貯蔵品  558

商品及び製品 百万円 2,217

仕掛品  726

原材料及び貯蔵品  537

※2．有形固定資産の減価償却累計額 ※2．有形固定資産の減価償却累計額 

科目 金額（百万円） 

建物及び構築物  39,165

機械装置及び運搬具  74,785

工具、器具及び備品  5,201

リース資産  18

計  119,170

科目 金額（百万円） 

建物及び構築物  37,879

機械装置及び運搬具  73,114

工具、器具及び備品  5,094

リース資産  11

計  116,100

 3．保証債務 

 連結会社以外の会社の金融機関からの借入、従業員

の金融機関からの借入に対して次のとおり保証を行っ

ております。 

 3．保証債務 

 連結会社以外の会社の金融機関からの借入、従業員

の金融機関からの借入に対して次のとおり保証を行っ

ております。 

従業員の住宅資金銀行借入金 百万円 442

㈱放送衛星システムの銀行借入金  437

計  879

従業員の住宅資金銀行借入金 百万円 468

㈱放送衛星システムの銀行借入金  583

計  1,051
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（四半期連結損益計算書関係）

前第2四半期連結累計期間 
（自 平成20年 4月 1日 
至 平成20年 9月30日） 

当第2四半期連結累計期間 
（自 平成21年 4月 1日 
至 平成21年 9月30日） 

  

────── 

※販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次

のとおりであります。 

  （百万円）

代理店手数料 17,487

人件費 4,856

退職給付費用 276

業務委託・外注要員費 1,252

水道光熱費  613

租税公課  1,242

減価償却費  502

その他 5,995

合計  32,227

前第2四半期連結会計期間 
（自 平成20年 7月 1日 
至 平成20年 9月30日） 

当第2四半期連結会計期間 
（自 平成21年 7月 1日 
至 平成21年 9月30日） 

  

────── 

※販売費及び一般管理費のうち主要な費用及び金額は次

のとおりであります。 

  （百万円）

代理店手数料 8,982

人件費 2,431

退職給付費用 134

業務委託・外注要員費 628

水道光熱費  312

租税公課  564

減価償却費  250

その他 2,997

合計  16,302

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第2四半期連結累計期間 
（自 平成20年 4月 1日 
至 平成20年 9月30日） 

当第2四半期連結累計期間 
（自 平成21年 4月 1日 
至 平成21年 9月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年 9月30日現在）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年 9月30日現在）

  （百万円）

現金及び預金勘定 28,298

有価証券勘定 33,083

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △2,675

預入期間が3ヶ月を超える譲渡性預金 △15,000

償還期間が3ヶ月を超える債券等 △399

現金及び現金同等物 43,306

  （百万円）

現金及び預金勘定 22,731

有価証券勘定 50,971

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △2,084

預入期間が3ヶ月を超える譲渡性預金 －

償還期間が3ヶ月を超える債券等 △19,253

現金及び現金同等物 52,364
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 当第2四半期連結会計期間末（平成21年 9月30日）及び当第2四半期連結累計期間（自 平成21年 4月 1日 至 

平成21年 9月30日） 

1．発行済株式の種類及び総数 

普通株式     千株 

  

2．自己株式の種類及び株式数 

普通株式       千株 

  

3．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（2）基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期

間末後となるもの 

   

  

  

  

（株主資本等関係）

25,364

876

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

1株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年 6月26日 
定時株主総会 

普通株式  2,245  90 平成21年 3月31日 平成21年 6月29日 利益剰余金 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

1株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年11月 5日 

取締役会 
普通株式  2,228  90 平成21年 9月30日 平成21年12月 1日 利益剰余金 

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

区分 

前第2四半期連結会計期間
(自 平成20年 7月 1日 至 平成20年 9月30日) 

テレビ放送事業
（百万円） 

文化事業
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  59,962  21,652  3,118  84,733 －  84,733

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  104  1,329  1,808  3,243 ( )3,243  －

計  60,066  22,982  4,927  87,977 ( )3,243  84,733

営業利益(△損失)  525  1,337  325  2,188 ( )3,776 △1,588

区分 

当第2四半期連結会計期間
(自 平成21年 7月 1日 至 平成21年 9月30日) 

テレビ放送事業
（百万円） 

文化事業
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 53,686 18,919 2,620  75,226 － 75,226

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 257 1,279 1,369  2,905 ( )2,905 －

計 53,943 20,198 3,989  78,132 ( )2,905 75,226

営業利益 4,612 1,555 288  6,456 ( )2,974 3,481
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 （注）1.事業区分は売上集計区分によっております。 

2.各事業区分に属する主要な販売品目 

  

  

 前第2四半期連結会計期間（自平成20年 7月 1日 至平成20年 9月30日）及び当第2四半期連結会計期間（自平

成21年 7月 1日 至平成21年 9月30日）並びに前第2四半期連結累計期間（自平成20年 4月 1日 至平成20年 9

月30日）及び当第2四半期連結累計期間（自平成21年 4月 1日 至平成21年 9月30日） 

  本邦の売上高の金額の全セグメントの売上高合計に占める割合が90％超であるため、その記載を省略しており

ます。  

  

  

 前第2四半期連結会計期間（自平成20年 7月 1日 至平成20年 9月30日）及び当第2四半期連結会計期間（自平

成21年 7月 1日 至平成21年 9月30日）並びに前第2四半期連結累計期間（自平成20年 4月 1日 至平成20年 9

月30日）及び当第2四半期連結累計期間（自平成21年 4月 1日 至平成21年 9月30日） 

 連結売上高の10％未満であるため、その記載を省略しております。  

  

   

区分 

前第2四半期連結累計期間 
(自 平成20年 4月 1日 至 平成20年 9月30日) 

テレビ放送事業
（百万円） 

文化事業
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  123,446  36,070  5,468  164,986 －  164,986

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  337  1,748  3,468  5,553 ( )5,553  －

計  123,784  37,818  8,936  170,539 ( )5,553  164,986

営業利益  5,423  2,319  775  8,518 ( )7,232 1,286

区分 

当第2四半期連結累計期間
(自 平成21年 4月 1日 至 平成21年 9月30日) 

テレビ放送事業
（百万円） 

文化事業
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 108,486 31,345 4,480  144,313 － 144,313

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 466 1,667 2,717  4,851 ( )4,851 －

計 108,953 33,013 7,197  149,164 ( )4,851 144,313

営業利益 11,731 1,828 468  14,028 ( )5,827 8,200

事業区分 主要販売品目 

テレビ放送事業 テレビ放送時間の販売、番組の販売、スタジオ運用収入 

文化事業 映画、音楽、美術及びスポーツ事業収入、通信販売、出版物の販売、ＣＤ・ＤＶＤ等の販売 

その他の事業 不動産賃貸事業収入、ノベルティ商品の販売、ビルマネジメント収入、プロサッカー事業収入 

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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1．1株当たり純資産額 

  

2．1株当たり四半期純利益（△損失）金額等 

 （注） 1株当たり四半期純利益（△損失）金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 （注） 1株当たり四半期純利益（△損失）金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

平成21年11月5日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ）中間配当による配当金の総額……………………2,228百万円 

(ロ）1株当たりの金額……………………………………90円00銭 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成21年12月1日 

（注）平成21年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

  

（1株当たり情報）

当第2四半期連結会計期間末 
（平成21年 9月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年 3月31日） 

1株当たり純資産額 円 銭16,309 72 1株当たり純資産額 円 銭15,853 59

前第2四半期連結累計期間 
（自 平成20年 4月 1日 
至 平成20年 9月30日） 

当第2四半期連結累計期間 
（自 平成21年 4月 1日 
至 平成21年 9月30日） 

1株当たり四半期純損失金額 △ 円 銭49 43 1株当たり四半期純利益金額 円 銭263 26

 なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額に

ついては、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前第2四半期連結累計期間
（自 平成20年 4月 1日 
至 平成20年 9月30日） 

当第2四半期連結累計期間
（自 平成21年 4月 1日 
至 平成21年 9月30日） 

1株当たり四半期純利益（△損失）金額     

四半期純利益（△損失）（百万円） △  1,220  6,469

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（△損失）（百万円） △  1,220  6,469

期中平均株式数（千株）  24,692  24,574

前第2四半期連結会計期間 
（自 平成20年 7月 1日 
至 平成20年 9月30日） 

当第2四半期連結会計期間 
（自 平成21年 7月 1日 
至 平成21年 9月30日） 

1株当たり四半期純損失金額 △ 円 銭110 41 1株当たり四半期純利益金額 円 銭105 92

 なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額に

ついては、1株当たり四半期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前第2四半期連結会計期間
（自 平成20年 7月 1日 
至 平成20年 9月30日） 

当第2四半期連結会計期間
（自 平成21年 7月 1日 
至 平成21年 9月30日） 

1株当たり四半期純利益（△損失）金額     

四半期純利益（△損失）（百万円） △  2,726  2,593

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（△損失）（百万円） △  2,726  2,593

期中平均株式数（千株）  24,691  24,488

（重要な後発事象）

2【その他】
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 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成20年11月11日

日本テレビ放送網株式会社 

取締役会 御中 

監査法人トーマツ 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 福田 昭英  印 

  
指定社員
業務執行社員   

公認会計士 樋口 義行  印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本テレビ放送網

株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（平成20年7月1日から平成

20年9月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成20年4月1日から平成20年9月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結

財務諸表に対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析

的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本テレビ放送網株式会社及び連結子会社の平成20年9月30日現在の

財政状態、同日をもって終了する第2四半期連結会計期間及び第2四半期連結累計期間の経営成績並びに第2四半期連結累

計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなか

った。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注） 1.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

2.四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 福田 昭英  印 
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計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなか

った。 

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

 （注） 1.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

2.四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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